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本報告書本文中に用いる用語の取扱いについて 

 

 本報告書の本文中における記述に用いる用語の使い方は、次のとおりとする。 

 

① 断定できる場合 

・・・「認められる」 

 

② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

・・・「推定される」 

 

③ 可能性が高い場合 

・・・「考えられる」 

 

④ 可能性がある場合 

・・・「可能性が考えられる」 

・・・「可能性があると考えられる」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

１ 事故の概要 

 

１．１ 事故の概要 

発生日時：平成２９年３月５日（日） １５時ごろ 

発生場所：埼玉県所沢市 西武園ゆうえんち「大観覧車」 

被 害 者：なし 

概  要：観覧車のゴンドラ内にある通気回転窓のボルトが、一般利用客の

通行する通路上に落下した。  

 

１．２ 調査の概要 

平成２９年３月７日 昇降機等事故調査部会委員、国土交通省職員及び所沢 

市職員による現地調査を実施 

 

  その他、昇降機等事故調査部会委員によるワーキングの開催、ワーキング

委員、国土交通省職員による資料調査を実施。 

 

２ 事実情報 

 

２．１ 遊園地に関する情報 

 名  称：西武園ゆうえんち 

 所 在 地：埼玉県所沢市 

 所 有 者：西武鉄道株式会社 

 管 理 者：西武レクリエーション株式会社（以下「西武レクリエーション」という。） 

 

２．２ 遊戯施設に関する情報 

2.2.1 事故機の仕様等に関する情報 

（１）事故機の主な仕様に関する情報 

機 種 名：一般名称 観覧車、固有名称 大観覧車 

設 計 者：株式会社トーゴ（以下「トーゴ」という。現存しない。） 

製 造 者：トーゴ 

施 工 者：トーゴ 

管 理 者：西武レクリエーション 

保守業者：株式会社トーゴサービス（以下「トーゴサービス」という。）

定常円周速度：１２．３５ｍ／分 
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回転輪直径：５９ｍ 

最高部高さ：６２ｍ 

定  員：１８４名（全４６基、１基の乗車定員は４名） 

 （２）確認済証交付年月日：昭和５６年１１月１８日 

 （３）検査済証交付年月日：昭和５７年 ４月２７日 

 

 2.2.2 事故機の定期検査に関する情報 

  定期検査実施者：トーゴサービスの社員 

  直近の定期検査実施日：平成２８年９月２８日（指摘事項なし） 

 

２．３ 事故発生時の状況に関する情報 

  事故発生時の状況について、西武レクリエーションに聞き取りした結果、下 

記の情報が得られた。 

 ・１５：００ごろ、観覧車の下にある通路を歩行していた利用客が、何かが落 

ちてきたような音を聞き、落ちていたボルト（Ｍ８×２５、バネ座金、平座 

金）を見つけ、係員に手渡した（写真１、２）。 

 ・数分後、利用客より通気回転窓を外してしまったと説明を受け、係員が当該 

ゴンドラ内を確認した際、通気回転窓の円板が床に置いてあった。 

・乗場側（スライドドア側）の通気回転窓が外れていた。 

・当該ゴンドラに乗車していた利用客は、小学生４人であった。 

・ボルトを止めていたナット及びボルトと一緒に付いていたフランジカラー

は発見できなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真１ ボルトが落ちていた場所 写真２ ボルトが落ちていた場所 

ボルトが落ちていた場所 
（植栽の間の通路） 

ボルト落下 
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２．４ 事故機に関する情報 
観覧車下の通路は、ボルトが発見された一般利用客が通行する通路と一般利

用客が普段通行しない未舗装通路の２箇所がある。 

事故機（写真３、４）の通気回転窓及びボルト一式の設置状況は以下のとお

りである。 
 ・通気回転窓はゴンドラ内の換気のために設けられており、利用客の判断で回

すことができる（写真５、６）。 
・通気回転窓は１基のゴンドラに乗場扉と乗場反対側側壁の２箇所設置され

ている。 
・通気回転窓の円板の材質は樹脂製、直径３５ｃｍである。 
・通気回転窓の円板はゴンドラの外側からＭ８ボルト、バネ座金、平座金、フ

ランジカラーを入れ、ゴンドラの内側からゴム座、平座金、バネ座金、Ｍ８

ナットで締結している（写真７、８、図１）。 
・ゴム座は、施工時には設置されておらず、改修※により設置したものである。 

※ゴム座は通気回転窓が回りすぎ、通気口に指を挟む危険があったため管理者（西武レクリ 
エーション）が独自に追加したもの。 

・ゴム座の劣化で締結部に隙間が生じた際、通気回転窓の回転に緩みが発生す

るため、締結部を締め込むことで回転の緩みを解消する再調整を実施してい

る（以下「再調整」という）。 
・再調整の際、当該ゴンドラのネジロック剤を塗布したかは不明である。 
・施工時はネジロック剤が適切に塗布されており、通気回転窓が外れないこと

を確認している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 事故機ゴンドラ 写真４ 事故機ゴンドラ 
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図１ 事故時の通気回転窓断面（各部品の配置） 

 

ゴンドラ内側 ゴンドラ外側

M8×25 ボルト
M8バネ座金 板厚2

M8平座金 板厚1
フランジカラーフランジ部 板厚2

フランジカラー

カラー部外輪直径12内輪直径8板厚10

ゴム座 ① 直径120 板厚3
外壁 板厚2

通気回転窓 直径356 板厚5

M8バネ座金 板厚2

M8平座金 板厚1

M8ナット

ゴム座 ②板厚2

固定にネジロック剤使用

：ゴム座を介して力が伝わる箇所

(※遊戯施設で独自に追加)

(※遊戯施設で独自に追加)

写真５ 通気回転窓の設置位置 写真６ 通気回転窓の拡大写真 

写真７ 通気回転窓のボルト一式 写真８ ボルト一式の部品詳細 

ゴンドラ外側 ゴンドラ内側 

ゴンドラ側壁 通気回転窓の円板 

M8 ボルト 
バネ座金 
平座金 ゴム座 

M8 ナット 
バネ座金 
平座金 

ゴンドラ外側 ゴンドラ内側 

フランジカラー 
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２．５ 運行管理に関する情報 
・通気回転窓のボルトの緩みに関する点検はマニュアル等になく、実施されて 
いなかった。 

 ・夏場（室温が約３０℃まで上昇）は観覧車の窓を開ける、うちわをゴンドラ

内に置く等で暑さ対策を実施している。 
 

２．６ 維持管理に関する情報 

事故直近の定期検査等は下記のとおり実施しており、特段の異常は見られ

なかった。 

定 期 検 査：年１回実施。直近の検査は平成２８年９月２８日に実施し、 

指摘事項はなし。 

始業前点検：事故当日実施し、異常はなし。 

 
２．７ 再現試験に関する情報 

・ボルトが落下した際の部品構成を再現し、通気回転窓を回転させて緩みが

生じるか否かについて検証を実施したが、ネジロック剤が塗布された状態

では、事故状況の再現に至らなかった（写真９）。 

・ネジロック剤によってボルトとナットが接着されることで、通気回転窓を回

した際、 

１）ボルトとナットが共回りする（部品一式が回る） 

２）ボルトとナットが動かない（ゴム座と回転窓の接触面で滑る) 

  といういずれかの状態となり、ナットの緩みは生じなかった。 

 

  
写真９ 事故時再現品 

 

 

ゴム座接触面 
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３ 分析 

 

３．１ 通気回転窓取付け部の部品構成に関する分析 

  通気回転窓を取り付けている部位の部品構成では、ナットの締付力はゴム

座を介して通気回転窓に伝わる構造であるため、十分な締付力が得られない

上に通気回転窓の回転による力がゴム座を介してナットに伝わってしまうた

め、ナットが緩みやすい構造であった。なお、２．７で示したように、ネジロ

ック剤が適切に塗布されている状態では、ナットの緩みは生じなかったと考

えられる（ゴム座を設置する前の部品構成では、ナットの締付力はフランジカ

ラーで受ける構造であり、十分な締付力が得られると共に通気回転窓の回転

による力がナットに伝わりにくい構造であった）。 

 

３．２ 事故発生時の施工状態に関する分析 

 ナットが緩んだ原因として、再現試験の結果より、当該ゴンドラの通気回転 

窓の再調整を実施した際、ネジロック剤の塗布が不十分であった可能性が考 

えられる。また、ナットの緩みに関する点検がなされておらず、緩み状態が放 

置された可能性が考えられる。 

 

４ 原因 

 

 本事故は、利用客が通気回転窓を回したことで、締結しているボルトとナッ

トが外れ、ゴンドラ外側にあったボルトが通路に落下したものと考えられる。 

ナットが緩んだ原因は、ゴム座を追加したことで、通気回転窓の回転による

力がナットに伝わるという緩みやすい構造となっていた上に、当該ゴンドラの

通気回転窓の再調整を実施した際、ネジロック剤の塗布が不十分であった可能

性が考えられる。 

また、ナットの緩みについて点検が実施されていなかったため、ボルトとナ

ットの緩みが放置されていた可能性が考えられる。 
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５ 再発防止策 

 

５．１ 事故機に対する再発防止策 

（１）緩みを低減するナットへの変更 

通気回転窓の取付けに使用する部品を、緩みを低減するナット※に変更

する。また、ステンレス鋼材を選定することで、錆による腐食劣化を防止

する（写真１０、１１、図２）。 

※緩みを低減するナットとは、偏心加工を施した凸部、真円加工を施した凹部をもつ

ナット部品を締め合わせる事で、凹凸部（ナット部品同士）とタップ部（ボルトとナ

ット）の摩擦力を増大させる構造のナットである。 

 

  
写真１０ 対策品施工 

 

 

写真１１ 対策品詳細 

緩みを低減するナット 

ゴンドラ外側 

バネ座金 ※隙間があり、役割は通気回転窓

のかご内外方向押付力の確保(ナットの緩み

防止ではない) 

ナットがこの位置

から緩まない 
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図２ 対策品の通気回転窓断面（各部品の配置） 

 

（２）外側からナットを取り付ける方法に変更し、緩みの有無を外側から確認

可能とし、最も質量があるボルトの外部への落下も防止する。 

（３）日常点検項目にナットの緩み有無の確認を追加する。 

（４）ボルトとナットを交換周期１０年で定期交換する。 

 

５．２ 同型機に対する再発防止策 

製造を実施した業者（トーゴ）が現存せず同型機の所在が不明であるた

め、当該業者が製造した同種の構造を有する観覧車について、全国の遊戯施

設を対象に調査を実施したところ、事故機を含めて７施設存在していること

を確認した。 

本事象は、通気回転窓の設計当初の構造に対して、独自にゴム座を追加し

たことが原因の一つであると考えられることから、独自に構造変更を実施し

ている遊戯施設所有者に対し、当該箇所の緩み防止対策及び定期的に緩みが

生じていないか確認させるよう特定行政庁を通じて指導した。 

 

６ 意見 

 

国土交通省は、遊戯施設の客席部分で利用客による使用を想定している部

位のうち、高所から外部に落下する可能性がある部位について、締結箇所の

緩み防止対策が適切に図られているか点検が実施されるよう、定期検査報告

の内容を明確にすること。 

ゴンドラ内側 ゴンドラ外側

M12緩みを低減するナット①

M12平座金 板厚2

合マークを始業前点検で確認

ゴム座 ① 直径120 板厚3
外壁 板厚2

通気回転窓 直径356 板厚5

M12×40ボルト

M12平座金 板厚2

M12緩みを低減するナット②

M12バネ座金 板厚3


